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１ どのような人
ひと

が利用
り よ う

できるの？ 

（１） 練馬区
ね り ま く

に住
す

んでいて、聴覚
ちょうかく

または言語
げ ん ご

機能
き の う

に障害
しょうがい

がある方
かた

 

（２） 聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

で組織
そ し き

する団体
だんたい

や聴 覚
ちょうかく

障害者
しょうがいしゃ

の方
かた

の参加
さ ん か

が見込
み こ

まれる団体
だんたい

 

   （学校
がっこう

を含む
ふ く

） 

２ 通訳
つうやく

種別
しゅべつ

や通
つう

訳者
やくしゃ

は希望
き ぼ う

できるの？ 

   手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

か要約
ようやく

筆記
ひ っ き

のどちらかを選
えら

ぶことができます。手話
し ゅ わ

は、練馬
ね り ま

区
く

登録
とうろく

（区
く

）とセン

ター登録
とうろく

（都
と

）の通
つう

訳者
やくしゃ

を選
えら

べます。要約
ようやく

筆記
ひ っ き

の方法
ほうほう

は、内容
ないよう

により４種類
しゅるい

の中
なか

から選
えら

ぶこ

とができます。 

３ どのような時

とき

に利用

り よ う

できるの？ 

聴覚
ちょうかく

障害
しょうがい

の方
かた

の社会
しゃかい

参加
さ ん か

と日常
にちじょう

生活
せいかつ

で手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

や要約
ようやく

筆記
ひ っ き

を必要
ひつよう

とする場合
ば あ い

です。例
たと

えば病 院
びょういん

の診察
しんさつ

、学校
がっこう

行事
ぎょうじ

、保護者会
ほ ご し ゃ か い

や区
く

役所
やくしょ

での手続
て つ づ

きなどです。営業
えいぎょう

活動
かつどう

、宗 教
しゅうきょう

活動
かつどう

、

政治
せ い じ

活動
かつどう

に関係
かんけい

する場合
ば あ い

は派遣
は け ん

できません。 

４ 派遣

は け ん

にかかる費用

ひ よ う

は？ 

   派遣
は け ん

にかかる費用
ひ よ う

は、区
く

が負担
ふ た ん

しますので利用者
りようしゃ

の負担
ふ た ん

はありません。 

５ 何回

なんかい

利用

り よ う

できるの？ 

   通院
つういん

や官公庁
かんこうちょう

での手続
て つ づ

きなどに関
かん

しては回数
かいすう

の制限
せいげん

なくご利用
り よ う

いただけます。 

ただし、その他
た

のことに関
かん

しては月
つき

２回
かい

までとします。 

（１回
かい

の派遣
は け ん

時間
じ か ん

は６時間
じ か ん

までとします。） 

６ 要約
ようやく

筆記
ひ っ き

とは？ 

   中途失聴者
ちゅうとしっちょうしゃ

や難聴者
なんちょうしゃ

の方
かた

を対 象
たいしょう

に、話
はな

されている内容
ないよう

を要約
ようやく

し、文字
も じ

として伝
つた

えること

です。 
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７ どうやって利用
り よ う

するの？ 

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

・要約
ようやく

筆記
ひ っ き

が必要
ひつよう

な日時
に ち じ

が決
き

まりましたら東 京
とうきょう

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

派遣
は け ん

センターへ

FAX かメール、代理
だ い り

電話
で ん わ

等
など

で下記の①～⑦の内容をご連絡
れんらく

ください。 

 

① お名前  ②通訳が必要な日 ③待ち合わせ時間 ④派遣場所（住所） 

⑤待ち合わせ場所 ⑥通訳内容 ⑦希望（練馬の手話通訳者・東京手話通訳等派遣 

センターの手話通訳者・要約筆記者） 

 

＜練馬区
ね り ま く

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

派遣
は け ん

担当
たんとう

＞ 

TEL／FAX 03-3341-5635 

メール nerima@tokyo-shuwacenter.or.jp 

＜東 京
とうきょう

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

派遣
は け ん

センター 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

派遣
は け ん

担当
たんとう

＞ 

TEL 03-3352-3335 ／ FAX 03-3354-6868 

メール （手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

）haken@tokyo-shuwacenter.or.jp 

        （要約
ようやく

筆記
ひ っ き

）youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp 

 

■FAX を利用
り よ う

する場合
ば あ い

 

申
しん

請書
せいしょ

の配布
は い ふ

場所
ば し ょ

は、裏面
うらめん

に書
か

いてあります。このパンフレットの 間
あいだ

にある申請書
しんせいしょ

をコ

ピーして使うか、区
く

のホームページからダウンロードして使
つか

っていただくこともできます。 

■メールを利用
り よ う

する場合
ば あ い

 

 迷惑
めいわく

メール対策
たいさく

等
とう

で「アドレス指定
してい

受信
じゅしん

」・「ドメイン指定
してい

受信
じゅしん

」・「メールフィルター」

等
とう

のメール拒否
きょひ

設定
せってい

をされていると受信
じゅしん

できない場合
ばあい

がありますのでご注意
ちゅうい

ください。

メール拒否
きょひ

設定
せってい

についてご不明
ふ め い

な点
てん

は、携帯
けいたい

電話
でんわ

各社
かくしゃ

の店舗
てんぽ

等
など

にご確認
かくにん

ください。 

mailto:nerima@tokyo-shuwacenter.or.jp
mailto:haken@tokyo-shuwacenter.or.jp
mailto:youyaku@tokyo-shuwacenter.or.jp
06627439
ハイライト表示

06627439
ハイライト表示

06627439
ハイライト表示

06627439
鉛筆
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■代理
だ い り

電話
で ん わ

で利用
り よ う

する場合
ば あ い

 

 代理
だ い り

電話
で ん わ

での通訳
つうやく

依頼
い ら い

の場合
ば あ い

は、通訳
つうやく

依頼
い ら い

を受理
じ ゅ り

したことを FAX またはメールでお知
し

ら

せしていません。もし、通訳
つうやく

依頼
い ら い

ができているか心配
しんぱい

の場合
ば あ い

は派遣
は け ん

センターにご連絡
ごれんらく

くだ

さい。 

 

８ 受付
うけつけ

時間
じ か ん

について 

曜日 開所・受付業務時間 

月～金 9：00～19：00 

土 9：00～17：00 

日・祭  お休み  

※FAX・メールは 24時間
じ か ん

受信
じゅしん

しますが、職 員
しょくいん

が対応
たいおう

する時間帯
じかんたい

は上記となります。 

日曜
にちよう

・祭日
さいじつ

でも派遣
は け ん

できますので、早め
は や め

に派遣
は け ん

センターに連絡
れんらく

してください。 

※警察
けいさつ

署
しょ

・弁護士
べ ん ご し

の手続き
て つ づ き

をするところには、東 京
とうきょう

手話
し ゅ わ

通訳
つうやく

等
とう

派遣
は け ん

センター登録手話通訳

者の名簿
め い ぼ

があります。 

 

９ 手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

の窓口
まどぐち

設置
せ っ ち

日
び

 

   練馬区
ね り ま く

では、区
く

役所
やくしょ

および総合
そうごう

福祉
ふ く し

事務所
じ む し ょ

、障害者
しょうがいしゃ

地域
ち い き

生活
せいかつ

支援
し え ん

センターに手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

を設置
せ っ ち

しています。詳
くわ

しくは、各施設
かくしせつ

や区
く

ホームページにある「手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

窓口
まどぐち

設置
せ っ ち

のご案内
あんない

」をご覧
らん

ください。 



                                 

 
 

聴覚に障害のある方が利用できるその他の福祉サービス一覧 

サービス事項 事業内容 窓口・FAX 番号 
聴覚・言語障害者のための 

緊急通報   
（FAX110 番、110 番 
アプリシステム） 

スマートフォンなどを利用して、文字や画像
で警察へ通報ができます。 
（事前登録が必要です） 

警察庁 
※ホームページ 
https://www.npa.go.jp 

（119 番ファクシミリ通報、 
緊急ネット通報） 

火災や救急などを通報し消防車や救急車の
要請をする場合、FAX やスマートフォンなど
のウェブ機能を利用して通報することがで
きます。 
（緊急ネット通報は、事前登録が必要です） 

東京消防庁 
※ホームページ 
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/  

心身障害者福祉手当 

身体障害者手帳 1・2 級、愛の手帳 1～3 度、
または区の指定する難病等に該当される方
は月額 15,500 円、身体障害者手帳 3 級また
は愛の手帳 4 度、精神障害者保健福祉手帳 1
級をお持ちの方は月額 10,000 円が支給され
ます。ただし、年齢および所得等の制限があ
ります。 

 
練馬総合福祉事務所 
03-5984-1213 
 
光が丘総合福祉事務所 
03-5997-9701 
 
石神井総合福祉事務所 
03-3995-1104 
 
大泉総合福祉事務所 
03-5905-5277 
 

○障 医療費助成 

身体障害者手帳 1・2 級（内部障害は 3 級ま
で）または愛の手帳 1・2 度、精神障害者保
健福祉手帳 1 級をお持ちの方に、健康保険適
用医療・施術の自己負担額の一部を助成しま
す。ただし、年齢および所得等の制限があり
ます。 

都営交通無料乗車券 本人は無料。介護者の乗車割引についてはお
問い合わせください。 

民営バス割引 

本人・介護者ともに普通乗車券が 50％割引、
定期乗車券が 30％割引となります。精神障
害の方の定期乗車券の割引については各会
社にお問い合わせください。なお利用路線は
都内の停留所相互間。 

NHK 放送受信料の全額・
半額免除 

身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で
世帯全員が区民税非課税の場合は全額免除。 
世帯主が身体障害者手帳を持っている聴覚
障害者の場合は半額免除となります。 

有料道路通行料割引 全国の有料道路の一般料金が 50％割引と 
なります。詳しくはお問い合わせください。 

ねりまタウンサイクルの  
定期利用料金減額 

身体障害者手帳をお持ちの方は、定期利用 
料金が減額されます。（1 回利用は不可） 

練馬区環境まちづくり公社 
03-3993-8070 

区立有料自転車駐車場の 
定期利用料金免除 

身体障害者手帳をお持ちの方は、定期利用 
料金が免除されます。（1 回利用、時間利用は
不可） 

タクシー料金割引 身体障害者手帳・愛の手帳を提示することに
より料金が 10％割り引かれます。 

東京ハイヤー・タクシー協会 
03-3221-7665 

相談支援等 
障害のある方とその家族からの相談に応じ、
情報提供や権利擁護のために必要な支援を
行います。 

障害者地域生活支援センター 
きらら(豊玉)    03-3557-2090 
すてっぷ(光が丘) 03-5997-7857 
ういんぐ(石神井) 03-3997-2182 
さくら(大泉)    03-3925-7386 

他にもサービスがあります。詳しくは『障害者福祉のしおり』または『わたしの便利帳』をご覧ください。 
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申
しん

請書
せいしょ

は、下記
か き

の場所
ば し ょ

で配
はい

付
ふ

しています。 

障害者サービス調整担当課 障害調整係 
練馬区役所西庁舎 1階（豊玉北 6―12―1） 

練馬総合福祉事務所 福祉事務係 
練馬区役所西庁舎 2階（豊玉北 6―12―1） 

石神井総合福祉事務所 福祉事務係 
石神井庁舎 4 階（石神井町 3―30―26） 

光が丘総合福祉事務所 福祉事務係 
光が丘区民センター2 階（光が丘 2―9―6） 

大泉総合福祉事務所 福祉事務係 
ゆめりあ１・4 階（東大泉 1―29―1） 

 

 

登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

は、活動
かつどう

の中
なか

で利用者
りようしゃ

の方
かた

のプライベートな情 報
じょうほう

や企業
きぎょう

の 

内部
な い ぶ

機密
き み つ

などを多
おお

く知
し

り得
う

るため、そのような情 報
じょうほう

を第三者
だいさんしゃ

に漏
も

らしてはならないという 

義務
ぎ む

(守秘
し ゅ ひ

義務
ぎ む

)が課
か

されています。登録
とうろく

手話通
しゅわつう

訳者
やくしゃ

・要約
ようやく

筆
ひっ

記者
き し ゃ

が、利用者
りようしゃ

の方
かた

の情報
じょうほう

を 

外部
が い ぶ

に漏
も

らすことは絶対
ぜったい

にございませんので、安心
あんしん

して制度
せ い ど

をご利用
り よ う

ください。 

＜引用＞ 

練馬区手話通訳者派遣事業実施要領 

第１４条 通訳者は、通訳活動に関して知り得た個人または団体の秘密を他に漏らしてはならない。 

また通訳活動を退いた後も、同様とする。 

練馬区要約筆記者派遣事業実施要領 

第１１条 要約筆記者は、要約筆記活動に関して知り得た個人または団体の秘密を他に漏らしては 

ならない。また要約筆記活動を退いた後も同様とする。 

 

お問い合わせ 

練馬区 福祉部 障害者サービス調整担当課 障害調整係 

電話 03-5984-1456（直通）  FAX 03-5984-1215 

メール SHOGAISISAKU19@city.nerima.tokyo.jp 

～ 制度
せ い ど

のご利用
り よ う

にあたって ～ 
 

令和７年 10 月 作成 
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